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国立公園事業の決定・廃止・変更案件
に関する説明資料 
 
      決定：１９件 /廃止：１０件 /変更：３７件 

                          合計：６６件  

資料１－３ 



    決定 廃止 変更 合計 

1 十和田八幡平（H27.12.22小委） 7 10 31 48 

2 やんばる（H28.６.20部会） 7 7 

3 西表石垣（H28.２.23部会） 2 2 

4 三陸復興 1 1 

5 尾瀬 1 1 2 

6 秩父多摩甲斐 1 1 

7 富士箱根伊豆 1 1 

8 吉野熊野 1 1 

9 大山隠岐 1 1 

10 足摺宇和海 1 1 2 

  合計 19 10 37 66 

諮問案件数一覧（H28.７.６.第32回自然公園等小委員会） 
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十和田八幡平国立公園 
八幡平地域の公園計画
再検討に伴う整理 

十和田八幡平国立公園八幡平地域の公園計画再検討に伴う整理 

廃止  
１０件 

八幡平地域 

公園計画再検討に伴う変更 
３１件 

決定 
７件 

事業規模未定事業の決定 

・網張温泉線道路（車道） 
・焼走り線道路（歩道） 
・八幡沼避難小屋 
・平笠不動避難小屋 
・不動平避難小屋 
・岩手山八合目避難小屋 
・八幡平頂上展望施設 
 

廃止・整備予定なし 

・網張松川温泉線道路（車道） 
・八幡平沼利線道路(歩道)(現存施設なし) 
・不動平園地・岩手山宿舎・八幡沼宿舎 
・八幡平避難小屋（現存施設なし） 
・松川休憩所（現存施設なし） 
・藤七温泉野営場（現存施設なし） 
・岩手山麓運動場 
・藤七温泉養魚場施設（現存施設なし） 
 

 

４８件 

公園計画再検討に伴う再整理・
統合 

・歩道・車道路線の再整理 
・事業規模未定案件の規模を決定 
・事業決定規模を適正な数値に変更 
・集団施設地区から単独施設への振替  
・事業名称、住所等の変更 

 

【岩手県に係る部分】 



公園計画再検討にあわせた公園事業の整理 

公園指定後、初めての再検討 

     ■利用施設計画の大幅な変更 
     ■決定規模・区域が未決定 
 

 新たな計画に合わせた名称変更 
 未決定の事業について事業決定 
 規模・区域が未決定の事業について決定 

十和田八幡平国立公園八幡平地域の公園計画再検討に伴う整理 

 現地調査により利用状況・執行状況を精査（再計測含む） 
 収容力が過大・過少な利用施設はなかったことから、現状

の執行規模をベースとして決定規模を設定 

 決定規模の基本的な考え方 

※今回は岩手県側のみ事業決定。秋田県側は前回の秋審で諮問済み 



十和田八幡平国立公園 

網張温泉線道路（車道） 

 網張集団施設地区へのアクセス道路 

 岩手山、三ツ石山など登山利用の玄関口 

決定 

第３種特別地域（公有地：岩手県） 

1．網張温泉線道路（車道）【決定】 

ブナ林、ミズナラ、 
ダケカンバ等の二次林 

終点 

路線距離：2.0km 

有効幅員：6.0ｍ 

執行予定：岩手県 

岩手県 

網張集団
施設地区 

網張集団施設地区利用者 
    約200,000人 
 
網張地域は岩手山地区に
おける主要な湯治場・岩
手山等の登山口    

起点 

既存施設の把握 



既存施設（車道）の事業決定 

【今回の決定】 
 国立公園境界から網張集団施設地区界までの既存県道 

路線距離：2.0km 

有効幅員：6.0m 

執行予定：岩手県 

網張集団施設地区付近（起点側から） 終点付近 

起点（公園境界付近） 

1．網張温泉線道路（車道）【決定】 



十和田八幡平国立公園 

焼走り線道路（歩道） 

 1,700年代の噴火で流れ出た溶岩流の岩原 

 溶岩流を観察するための自然散策路としての利用 

決定 

 特別保護地区（国有林→借地） 

2．焼走り線道路（歩道）【決定】 

終点 

路線距離：1.0km 

執行予定：八幡平市 

岩手県 
焼走り溶岩流 

・岩手山の東側登山口
付近に位置する。 
 
・岩手山中腹から流出
した溶岩流により形成
された岩原 
 
・国の特別天然記念物
に指定されている。 
    

起点 

既存施設の把握 



既存施設（歩道）の事業決定 

【今回の決定】 
 焼走り溶岩流を観察するための散策歩道 

路線距離：１.0km 

執行予定：八幡平市 

歩道中間点付近（起点側から） 

終点案内板 

起点（公園境界付近） 

2．焼走り線道路（歩道）【決定】 



十和田八幡平国立公園 

八幡沼避難小屋 

3．八幡沼避難小屋【決定】 

箇所数 ：1箇所 

執行者 ：岩手県 

特別保護地区（国有林→借地） 

 八幡沼周辺の自然散策における休憩場所及び避難場所 

 悪天候や夜間等に一時難を逃れるための避難小屋として利用されている 

・八幡平の八幡沼周辺に位置する。 
・周辺は火山性台地の火口に水がた
まった沼や湿原で、高山植物、湿
原植生の群落が見られる他、オオ
シラビソの原生林を見ることがで
きる。 

岩手県 
避難小屋 

避難小屋 

決定 

既存施設の把握・宿舎事業から振り替え 



十和田八幡平国立公園 

平笠不動避難小屋 

4．平笠不動避難小屋【決定】 

箇所数 ：1箇所 

執行者 ：岩手県 

特別保護地区（国有林→借地） 

 焼走り岩手山線道路（歩道）沿いの九合目の休憩場所及び避難場所 

 悪天候や夜間等に一時難を逃れるための避難小屋として利用されている 

・岩手山へ至る登山道の９合目付近
に位置する。 

・周辺は高山植物帯でハイマツやイ
ワブクロ、イワカガミなどの植物
が見られる。 

岩手県 
避難小屋 

避難小屋 

決定 

既存施設の把握 


